＊厚生労働省

・平成24年度「児童虐待防止推進月間」の標語を募集します　6月20日（水）まで（5月15日）
１．趣　　旨

　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しており、その内容も専門的な援助を必要とするケースが増えています。特に子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。
　こうした状況の中で、厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。（平成16年度から実施）
　平成24年度も、この取り組みの一つとして、児童虐待問題に対する理解を国民一人ひとりが深め、主体的な関わりを持てるよう、意識啓発を図ることを目的として、標語の募集を行うこととします。

２．募集内容

(１) テーマ
　上記１の趣旨を簡潔に表現していて、児童虐待問題に関し、国民一人ひとりの意識啓発を図るのにふさわしい、簡潔で覚えやすい標語。　　
(２) 応募資格
　特に制限はありません。どなたでも応募できます。
(３) 応募方法
　電子メールか郵便はがきに作品（１つ）と郵便番号・住所・氏名・年齢・職業・電話番号をご記入の上、下記の宛先までお送りください。応募は１人１作品に限ります。
　なお、学校で生徒の作品を一緒に応募する場合など、複数人の作品をまとめて応募することも可能です。この場合は作品ごとに上記の項目を記載した一覧をメールか郵送（封書可）でお送りください。
　宛先は、児童虐待防止推進月間に開催する「子どもの虐待防止推進全国フォーラムinほっかいどう」（主催：厚生労働省、共催：北海道及び札幌市）の共催事務局標語募集担当になります。

[応募宛先]
○電子メールの場合
　　hyougoboshu@city.sapporo.jp
　　・ メールの題名は「標語の応募」としてください。
　　・ ファイルを添付する場合は、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、一太郎又はテキスト形式のいずれかによりお願いいたします。

○郵送の場合
　　〒060－0007
　　　北海道札幌市中央区北７条西26丁目１－１
　　　札幌市子ども未来局児童福祉総合センター　標語募集担当　宛　　　　　　　　　　　　　
　　※メール・郵送による応募以外は受けられませんので、ご注意ください。

(４) 応募上の注意
　　　ご自身で創作した未発表の作品に限ります。
　　　なお、応募作品は、返却いたしません。
(５) 著作権
　　　著作権は主催者に帰属します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002abpp.html
＊朝日新聞
・好連携　虐待止めた（5月7日）
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◆好連携　虐待止めた　大紀の小学校→町→県警・児相◆

　今年3月14日、大紀町の無職の男（当時29）が、同居していた内縁の妻の長男（当時9）を殴った疑いがあるとして、大台署に逮捕され、その後、傷害罪で起訴された。男児が比較的軽いけがで済んだ背景には、過去の事件を教訓に連携を強める県警と児童相談所の素早い対応があった。きょう５日はこどもの日――。

■体にあざ　すぐ連絡

　3月13日の夕方、男児とその母親、無職の男が暮らすアパートの一室に、大台署員と県南勢志摩児童相談所の職員計５人が立ち入った。

　男児は風邪を理由に２日間、小学校を休んでいたが、立ち入った同署生活安全課のベテラン捜査員は、男児の左ほおに５センチほどの不自然な茶色いあざがあるのを確認。「間違いなく虐待だ」と確信したという。児相の職員がその場で問いただし、男は男児を殴った事実を認めたという。

　立ち入り調査当日は、室内に向かった捜査員2人に加え、男が暴れるなどするケースも想定して、刑事課と地域課の捜査員4人が屋外で待機するなど、万全の態勢で臨んだ。

　虐待は、男児が通う小学校の機転で発覚した。

　男児の体に殴られたようなあざを見つけ、虐待を疑った学校側は2月23日、町健康福祉課を通じて同署と同相談所に連絡。その後、校長も同席して、入念な打ち合わせを始めた。

　この数日後、自宅で母親と面談した相談所の職員が、室内のドアに殴ったような痕跡を見つけた。虐待が常態化している可能性も否定できなかったため、関係者は立ち入り調査のタイミングを慎重に検討した。

　県内で最も規模が小さい署員41人の同署にとって、「絶対に解決すべき最重要案件」だった。東登副署長は「小さな警察署や自治体でも、適切に連携すれば被害が拡大する前に子どもを守れる」と話す。

■「市民の協力必須」

　県警と県児童相談センターは、鈴鹿市で2010年にあった児童虐待事件を受けて、立ち入り調査のあり方を見直した。県内全署と児童相談所の担当者が、実践的な訓練を重ねている。

　保護者の言動におかしな点がある▽保護者がドアを開けず入室を拒む▽居留守を使う……。座学にとどまらず、立ち入り調査で起こり得るさまざまな場面を細かく想定して、意見交換しながら対処法を見いだしていく。

　同センターなどによると、毎年1、2件ほどだったセンターの立ち入り調査件数は、県警との関係を強化した11年は5件に増加。県内の虐待の認知件数も、前年より12件多い105件となった。

　同センターの宮本隆弘所長は「未就学児の場合、学校の教師らが虐待の疑いに気づく場合に比べて、発覚が遅れる傾向がある」と課題も挙げる。「学校だけではなく、地域住民が身近な子どもたちの異変にいち早く気づくことが必要だ」と、虐待の早期発見には市民の協力が欠かせないと訴える。

　県警少年課の近藤順一次長は「自分の家族が同じ立場ならばどうするか、どう思うかを考えて対策をとっている。虐待は、被害を受けている子どもにとって生き地獄。なんとしても救いたい」と話す。

　虐待が疑われる子どもについての相談や連絡は、各市町の子育て支援担当窓口、または県内に５カ所ある児童相談所へ。休日、夜間は県児童相談センター（059・231・5901）へ。

　児童相談所全国共通ダイヤル（0570・064・000）は、通報者の発信地により、最寄りの相談所に転送される仕組みになっている。（円山史、安田琢典）

◎鈴鹿児童虐待事件　

　2010年4月22日、鈴鹿市内のアパートで、小学１年の男児（当時6）が、母親（当時34）の内縁の夫（当時25）に投げ飛ばされたり、床に打ちつけられたりして、急性硬膜下血腫などで意識不明の重体となった事件。傷害罪に問われた内縁の夫は同年7月、津地裁で懲役4年6カ月の実刑判決を受け、確定した。男児の容体は回復せず、現在も入院している。
http://mytown.asahi.com/mie/news.php?k_id=25000521205070001
・性暴力被害、２４時間支援　６月から東京で電話相談開始（5月16日）
　性暴力にあった女性と子どもを被害後早くから支えようと、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）などの問題にとりくんできた女性たちが「性暴力救援センター・東京」を結成した。6月から24時間の電話相談を受け付け、早期の医療ケアに結びつけていく取り組みを始める。 

　性被害の場合、早く産婦人科に行って適切な処置を受けられれば妊娠を防げる可能性が高くなり、心身の回復にもつながりやすいとされる。ただ、被害を周囲に話したり、病院に行ったりするのをためらう人が多いのが特徴だ。 

　こうした課題を解消するため、安心して話せる相談窓口の整備や受け入れる医療体制づくりが各地で進んでいる。大阪では一昨年春に民間の「性暴力救援センター・大阪」が病院内に専用診察室を設けて電話相談を始めた。その夏には、愛知県警などが「ハートフルステーションあいち」をスタート。６月からは佐賀県も始める予定。東京のセンター結成もこうした取り組みの一つだ。 

　センターの代表は東京都江戸川区のまつしま病院（産科、婦人科、小児科、心療内科）の佐々木静子院長が務める。事務局長の平川和子・東京フェミニストセラピィセンター所長は、被害から何年もたって相談に来る女性たちにカウンセラーとして接してきた。「被害直後からのケアが、どうしても必要。急性期のケアができる場所をつくれば、いろんな支援につながりやすい」と語る。 

　電話を受けるのは、ＮＰＯ法人「女性の安全と健康のための支援教育センター」による性暴力被害者支援看護職養成講座（40時間）を修了した看護師ら。必要に応じて、弁護士や精神科医、シェルター（避難所）も紹介する。本人が望めば警察に通報する。 

　電話相談の番号は03・5607・0799。相談は電話・面接とも無料。活動費は寄付を募っていく。（編集委員・河原理子） 

http://www.asahi.com/national/update/0515/TKY201205150234.html
・障害者差別の禁止　鹿児島にも条例を(5月17日)
障害による差別をなくしたいという思いから、県内の障害者らが「鹿児島県に障害者差別禁止条例をつくる会」を立ち上げた。障害や差別についての理解を広げ、差別禁止条例の制定を目指す。

　鹿児島市内で４月にあった発足式。読み上げられた決議文は「差別をしてはいけない、ということは人々の共通の思いですが、どのようなことが差別なのか、その差別をはかる物差しがないのが現状」「今、私たちにできることは差別によるつらさや生きづらさを少しでも解消すること」と指摘。一日も早い差別禁止条例の制定を訴えた。

　差別禁止条例は2006年10月に千葉県が初めて制定し、これまで北海道や岩手県などで施行されている。九州では熊本が昨年７月に制定し、今年４月に施行した。

　障害を理由に商品の販売やサービスの提供を拒んだり、制限したり、条件をつけたりすることや、障害者や保護者に意見を聞かず、必要な説明をしないで、就学させる学校を指定することなどを禁じている。国も障害者の差別禁止法の制定に向けて動いている。

　鹿児島市のＮＰＯ法人自立生活センターてくてくの岩崎義治事務局長（66）は、条例に関するフォーラムに出席したり、千葉県での話を聞いたりする中で条例の必要性を痛感。様々な障害者団体に呼びかけ、33団体が加わってつくる会が発足した。

　今後は協力団体と県内各地で勉強会を開き、差別禁止条例への理解の輪を広げる。勉強会で拾い上げた差別の事例を項目ごとに整理し、条文につなげていきたい考えだ。

　岩崎さんは「差別を理解した上で、差別がなくなるのが一番良い。つらく悲しいことがあってもどこにも相談できず、生きづらさを抱えている人がいる。条例ができることで解決する方法が見つかる」と話した。（柏原愛） 

http://mytown.asahi.com/kagoshima/news.php?k_id=47000001205170001
＊読売新聞
・横浜で小中学生84人行方不明、多くはDVか（5月21日）
横浜市内で、学校が１年以上も居場所を確認できない小中学生が計84人に上ることが、同市教育委員会への取材で明らかになった。

　市教委は、多くはドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）から逃れるため、保護者とともに居場所を隠しているとみているが、「学校が家庭問題に介入する権限がない」として、追跡調査を行っていないのが現状だ。

　大阪府富田林市では先月、男児（9）が小学校に全く登校せず、数年前から行方不明になっている問題が発覚している。市教委学事支援課が、文部科学省へ報告する学校基本調査のデータ「居所不明児童・生徒」としてまとめた。同課によると、5月1日現在、住民票が横浜市内に登録されているにもかかわらず、理由不明のまま１年以上も通学せず、所在不明となっている小学生は54人、中学生は30人。

　市教委は、主に小中学校の入学前に学校を通じて児童生徒の所在確認を行っている。健康診断や入学説明会を欠席した児童生徒の家庭に電話で連絡したり、直接訪問したりする。教諭が実際に住民票の住所を訪ねたところ、誰も住んでいないケースもあるという。

　所在不明の理由として、同課の担当者は「ＤＶ被害に関係するケースが多いと考えられる」と説明。夫の暴力から逃れるため、母親が子どもを連れて、他の自治体に転居する際、住民票を移すと、夫に知られる恐れがあるため、住民登録を市内に残したままにしていると推測される。親が外国人の場合、学校に連絡せずに突然、子どもを連れて帰国するケースもあるという。

　ただ、84人の中には、保護者が子どもを学校に通わせない児童虐待や、何らかの事件に巻き込まれた恐れもある。同課は追跡調査をしていない理由として、「所在不明の状況を把握したばかりに、ＤＶ加害者に被害者情報が漏れてしまう方が怖い」とし、「個人情報の保護に抵触する」として、児童相談所や警察へ情報提供も行っていない。

　◆居所不明児童・生徒＝文部科学省の学校基本調査によると、2011年度は全国で計1191人、神奈川県内は横浜市の100人を含めて142人だった。各自治体は住民基本台帳を基に、義務教育対象者の氏名、住所、保護者を記した学齢簿を作成し、所在確認する。居場所が１年以上つかめない場合、文科省に「居所不明」として報告する。特別な理由がある場合、住民票を移していなくても、水道料金やアパートの賃貸契約など、居住実態を示すものがあれば、児童生徒は他の学校に転入できる。（板垣茂良）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120521-OYT8T00186.htm
・子ども専用の無料電話相談、東北３県発信　過去最高（5月12日）

人手足りず対応3割未満

　子ども専用の無料電話相談「チャイルドライン」への岩手、宮城、福島県からの発信件数は昨年度、約3万1000件と過去最高だったことがわかった。東日本大震災の影響とみられるが、相談員が不足しているため、実際に電話に出て対応できたのは3割に満たなかったという。

　チャイルドラインは、18歳以下の子ども専用の無料電話相談。匿名で相談でき、45都道府県の７７団体が、いじめや虐待など様々な相談に応じている。全国共通のフリーダイヤル（0120・99・7777）があり、電話をかけた子の所在地の団体が話し中などの場合は、他県の団体につながる仕組みだ。

　「新しい友達ができたけど、本当は福島に帰りたい」「津波で家や学校を失って悔しい」――。仙台市のＮＰＯ法人「チャイルドラインみやぎ」には、今も被災した子どもたちから電話がかかってくる。

　中高生からの相談が多く、震災から半年ほどは「津波が怖くて眠れない」など、最初から震災のことを口に出す子が多かった。最近は、「友達とうまくいかない」「将来が不安」などという悩みであっても、よく聞いてみると、その原因や背景が、震災による家族や友人との死別や、原発事故後の転居とみられるケースが目立つという。

　同法人代表理事の小林純子さん（６１）は、「時間の経過と共に子どもの悩みが見えにくくなっている。本音を話す場が必要」と話す。

　全国の活動を統括するＮＰＯ法人「チャイルドライン支援センター」（東京）が調べたところ、東北３県からの発信件数は、2009年度は計1万4221件、10年度は計1万3579件だったが、震災があった昨年度は3万1010件（速報値）に急増した。しかし、相談員の不足で、うち8042件（同）しか相談に応じられなかった。

　研修を受けた相談員は現在、全国に約2300人いるが、活動日数などは限られている。東北３県だけでなく、全国でも電話をかけてきた子の３割程度にしか対応できていない状況で、ボランティアらの協力を呼びかけている。問い合わせは同センター（03・5312・1886）。チャイルドラインの開設時間は、月曜から土曜の午後４時から同９時まで。

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/childcare/cnews/20120512-OYT8T00156.htm
＊毎日新聞

・記者の目:大阪２児放置死事件＝反橋希美（大阪学芸部）（5月22日）
　大阪市西区のマンションで10年７月、餓死した３歳と１歳の姉弟が見つかった事件で、大阪地裁は3月16日、殺人罪に問われた母親の下村早苗被告（25）に有期刑で最長の懲役30年（求刑・無期懲役）を言い渡した。この判決から５日後、同地裁は１歳の娘を暴行し死なせたとして傷害致死罪に問われた両親に求刑（懲役10年）を上回る懲役15年を言い渡した。虐待事件の続発に「厳罰」を求める声は今も強まっている。だが、社会の責任に目をつぶり「未熟な親」に厳罰を科すだけで虐待は抑止できないと訴えたい。

　◇厳罰だけで虐待抑止は困難

　私は下村被告と同じシングルマザーで、事件発覚当時、我が子は４歳と２歳。人ごとではないような気持ちで事件の行方を追ってきた。

　飢えと暑さに苦しむ子供を50日間もゴミが散乱する部屋に置き去りにし、男と遊び歩く母親−−。判決は離婚後に孤立を深めた下村被告の境遇を一部考慮したものの「犯行態様が残酷」と指摘、結果の重大性と虐待事件の予防の観点を重視した。下村被告は判決を不服として控訴した。

事件が報道された時、周囲のシングルマザーからは、下村被告が供述したとされる「全てから逃げたかった」という気持ちは分かる、との声を多く聞いた。母子家庭の置かれる状況は過酷だ。8割の母親が働いているが、年収は全世帯平均の４割以下。実家の手厚い協力を得られ、経済的基盤もある私ですら、漠然とした不安で眠れない夜もある。生きるために風俗店で働き、オムツも取れない幼子2人に一人で向き合った下村被告の心情を察してしまう。
　とはいえ、50日間放置するのは極端だ。下村被告は、行政機関に一度、「子供を見られない」と助けを求めたこともある。「一線」を越えた原因と感じたのは、公判で明らかになった成育歴だった。

　◇「解離」に説得力

　実父らの証言によると、下村被告は実母と住んでいた５歳ごろ、夜間に不衛生な部屋に置き去りにされるなど養育放棄（ネグレクト）を受けた。その後、父親に引き取られるが中学では非行に走り、集団で性暴力を受けた。中学時代から虚言癖があり、突発的な家出を繰り返した。高校時代に世話をした恩師は「負荷がかかると思考を停止し、私たちは『ブレーカーが落ちる』と呼んでいた。愛情が必要だと強く思った」と語った。

下村被告は法廷で「子供がいなきゃよかったと思ったことはない」と涙ながらに語る一方、放置については「子の存在は頭にあったが、考えないようにした」と話した。弁護側の依頼で心理鑑定をした山梨県立大の西澤哲教授（臨床心理学）によると、成育歴の影響で強い不安があると無意識に目の前のことに集中し、不安を意識から閉め出す「解離」という認知操作をする特性があるという。判決は鑑定を退けたが、私には説得力があった。児童虐待取材班の一員として、我が子にうまく関われない親たちに会う中で、親自身も虐待を受けた経験がある例が少なくなかったからだ。子供の頃に受けた心の傷が影響していると感じた。
　2年前に取材で出会った20代のシングルマザーもそうだった。3人の子へのネグレクト傾向があり、真冬に小学1年の長男に汚れたＴシャツを着せ、0歳の次男を荷物を持つように抱いていた。彼女の生い立ちを聞いていくと、母親から「死ね」とさげすまれ、気分次第で殴られる幼少期を過ごしていた。「誰も信用できへん」と語り、人付き合いも続かなかった。

　虐待の後遺症の一端を示すデータがある。あいち小児保健医療総合センターの虐待専門外来には01年11月から10年間で1110人の子供が受診し、5割弱に、記憶が途切れるなど日常生活に支障をきたす「解離性障害」、4割に親からの愛情を受けられず、対人関係に問題が生じる「反応性愛着障害」がみられた。

◇手立てまだある
　母子生活支援施設で、対人関係がうまく築けない親に自分を肯定するトレーニングを行っている龍谷大短期大学部の藤木美奈子准教授は「行政は助けを適切に求められない親を前提に支援を考えるべきだ」と話すが、もっともだ。一部にとどまるこうした取り組みを広げたり、例えば離婚届を提出する際に子を引き取る親は必ず相談員が面談するなど、社会的、心理的に危うさを抱える親を拾い上げるための手立てはまだ十分ある。

　虐待事件で親の弁護を長年担当する弁護士からは「裁判員裁判の導入で事件の悲惨さだけが強調され、厳罰化が進むのでは」との声もある。虐待の原因は単純ではない。事件の背景を丁寧に解き明かし、最悪の結果を招かない「防波堤」を幾重にも構築するほか、子供を救うすべはない。
